
第

二

百

二

十

一

号

令

和

三

年

七

月

二

十

七

日

(

火
曜
日)

目

次

告

示

○
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
の
研
修
の
指
定

(

生
活
衛
生
課)

四
一
三
ペ
ー
ジ

○
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
に
基
づ
く
業
務
従
事
者
に
対
す
る
講
習
の
指
定

(

同

)

四
一
四

○
保
育
士
登
録
業
務
の
徴
収
事
務
の
委
託

(

子
育
て
支
援
課)

四
一
四

○
保
安
林
の
解
除
を
し
よ
う
と
す
る
旨
の
通
知

(

治

山

課)

四
一
四

○
道
路
の
区
域
変
更

(

道
路
維
持
課)

四
一
五

○
岐
阜
都
市
計
画
の
変
更

(

都
市
政
策
課)

四
一
六

○
高
富
都
市
計
画
の
変
更

(

同

)

四
一
六

訓

令

甲

○
岐
阜
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

人

事

課)

四
一
七

公

示

○
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
の
適
当
の
決
定

(

農
地
整
備
課)
四
一
七

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

(

都
市
政
策
課)
四
一
七

○
開
発
行
為
の
工
事
の
完
了

(

建
築
指
導
課)

四
一
九

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

(

西
濃
農
林
事
務
所)

四
一
九

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

(

可
茂
農
林
事
務
所)

四
二
〇

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

(

会

計

課)

四
二
一

告

示

岐
阜
県
告
示
第
三
百
二
十
三
号

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
七
号)

第
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
ク
リ
ー

ニ
ン
グ
師
の
研
修
と
し
て
、
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

令
和
三
年
七
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

主
催
者
の
名
称
及
び
所
在
地

公
益
財
団
法
人
全
国
生
活
衛
生
営
業
指
導
セ
ン
タ
ー

東
京
都
港
区
新
橋
六
丁
目
八
番
二
号

二

研
修
の
種
類

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
が
出
席
し
て
受
講
す
る
研
修

三

研
修
の
科
目
及
び
時
間
数

１

衛
生
法
規
及
び
公
衆
衛
生

一
時
間

２

洗
濯
物
の
受
取
、
保
管
及
び
引
渡
し

一
時
間(

継
続
受
講
者
は
、
四
十
分)

３

洗
濯
物
の
処
理

一
時
間(

継
続
受
講
者
は
、
四
十
分)

４

繊
維
及
び
繊
維
製
品

一
時
間(

継
続
受
講
者
は
、
四
十
分)

四

研
修
の
開
催
年
月
日
並
び
に
会
場
の
名
称
及
び
所
在
地

１

令
和
三
年
十
一
月
五
日(

金)
飛�
総
合
庁
舎

中
会
議
室

高
山
市
上
岡
本
町
七
丁
目
四
六
八

２

令
和
三
年
十
一
月
十
五
日(

月)

東
濃
西
部
総
合
庁
舎

大
会
議
室
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
三
年
七
月
二
十
七
日



多
治
見
市
上
野
町
五
丁
目
六
八
―
一

３

令
和
三
年
十
二
月
五
日(

日)
Ｏ
Ｋ
Ｂ
ふ
れ
あ
い
会
館

三
〇
二
会
議
室

岐
阜
市
薮
田
南
五
丁
目
一
四
―
五
三

五

研
修
受
講
料

五
千
円

岐
阜
県
告
示
第
三
百
二
十
四
号

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
七
号)

第
八
条
の
三
に
規
定
す
る
業
務
従
事
者

に
対
す
る
講
習
と
し
て
、
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

令
和
三
年
七
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

主
催
者
の
名
称
及
び
所
在
地

公
益
財
団
法
人
全
国
生
活
衛
生
営
業
指
導
セ
ン
タ
ー

東
京
都
港
区
新
橋
六
丁
目
八
番
二
号

二

講
習
の
種
類

通
信
制
で
行
う
講
習

三

受
講
申
込
手
続
及
び
受
付
期
間

１

受
講
申
込
手
続

受
付
方
法

郵
送
又
は
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ

申
込
先

岐
阜
市
薮
田
南
五
丁
目
一
四
番
一
二
号

シ
ン
ク
タ
ン
ク
庁
舎
三
階

公
益
財
団
法
人
岐
阜
県
生
活
衛
生
営
業
指
導
セ
ン
タ
ー
事
務
局

フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
番
号

〇
五
八
―
二
七
四
―
八
〇
一
一

２

受
付
期
間

受
付
開
始
年
月
日

令
和
四
年
一
月
十
一
日(

火)

受
付
締
切
年
月
日

令
和
四
年
一
月
三
十
一
日(

月)

レ
ポ
ー
ト
提
出
締
切
年
月
日

令
和
四
年
二
月
二
十
八
日(

月)

四

講
習
科
目
及
び
レ
ポ
ー
ト
課
題

１

衛
生
法
規
及
び
公
衆
衛
生

２

洗
濯
物
の
受
取
、
保
管
及
び
引
渡
し

３

洗
濯
物
の
処
理

４

繊
維
及
び
繊
維
製
品

五

受
講
対
象
者

岐
阜
県
内
に
所
在
す
る
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
所
に
勤
務
す
る
業
務
従
事
者

六

講
習
受
講
料

四
千
五
百
円

岐
阜
県
告
示
第
三
百
二
十
五
号

地
方
自
治
法
施
行
令(

昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号)

第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
岐
阜
県
厚
生
環
境
関
係
手
数
料
徴
収

条
例(

平
成
二
十
一
年
岐
阜
県
条
例
第
十
九
号)

別
表
第
一
一
の
表
二
の
項
か
ら
四
の
項
ま
で
に
規
定

す
る
保
育
士
登
録
申
請
手
数
料
、
保
育
士
登
録
証
書
換
え
交
付
手
数
料
及
び
保
育
士
登
録
証
再
交
付
手

数
料
の
徴
収
事
務
を
社
会
福
祉
法
人
日
本
保
育
協
会
に
委
託
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

告
示
す
る
。

令
和
三
年
七
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
三
百
二
十
六
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
農
林
水
産
大
臣
か

ら
保
安
林
の
解
除
を
し
よ
う
と
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の

内
容
を
告
示
す
る
。

令
和
三
年
七
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一
一�
解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

多
治
見
市
滝
呂
町
十
六
丁
目
二
の
一(

次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

、
滝
呂
町
十
五
丁
目
二

四
一
の
三
、
二
四
二
の
二
、
二
四
六
の
三

二�
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的
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土
砂
の
流
出
の
防
備

三�
解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

二
一�
解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

多
治
見
市
滝
呂
町
十
五
丁
目
二
二
七
の
二

二�
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
崩
壊
の
防
備

三�
解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
多
治
見
市
役
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
三
百
二
十
七
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
農
林
水
産
大
臣
か

ら
保
安
林
の
解
除
を
し
よ
う
と
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の

内
容
を
告
示
す
る
。

令
和
三
年
七
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

瑞
浪
市
日
吉
町
字
岩
崎
九
一
九
七
の
二
〇
、
九
一
九
七
の
三
一
か
ら
九
一
九
七
の
三
三
ま
で
、
字

平
尾
九
二
三
五
の
一
・
九
二
三
五
の
二
三
・
九
二
三
五
の
五
三(

以
上
三
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示

す
部
分
に
限
る
。)

、
九
二
三
五
の
一
七
、
九
二
三
五
の
五
七
、
九
二
三
五
の
八
四

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

解
除
の
理
由

指
定
理
由
の
消
滅

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
瑞
浪
市
役
所
に
備
え
置
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
三
百
二
十
八
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
三
年
七
月
二
十
七
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
岐
阜
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
七
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
三
百
二
十
九
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
三
年
七
月
二
十
七
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
揖
斐
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
七
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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道
路
の
種
類 一

般
国
道

道
路
の
種
類

路
線
名

百
五
十
七

号 路
線
名

区

間

本
巣
市
根
尾
板
所
字
崩
谷
一

五
番
一
地
先
か
ら

同

市
同

字
同

一

五
番
二
地
先
ま
で

区

間

区
域
変
更
前
後
別 後 前 区

域
変
更
前
後
別

敷
地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル) ��･�〜��･� ��･�〜��･� 敷
地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)

延

長

(

メ
ー
ト

ル) �･� �･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

備

考

備

考



岐
阜
県
告
示
第
三
百
三
十
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
三
年
七
月
二
十
七
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
可
茂
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
七
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
三
百
三
十
一
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
三
年
七
月
二
十
七
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
可
茂
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
七
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
三
百
三
十
二
号

都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規

定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
し
、
同
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
、
当
該
都
市
計
画
の
図
書
を
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
七
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

岐
阜
都
市
計
画
道
路

３
・
２
・
３

一
般
国
道
２
１
号
線

３
・
２
・
４

一
般
国
道
２
１
号
線

二

都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域

都
市
計
画
図
書
に
お
い
て
表
示
す
る
区
域

三

縦
覧
場
所

岐
阜
県
都
市
建
築
部
都
市
政
策
課
、
岐
阜
市
都
市
計
画
課

岐
阜
県
告
示
第
三
百
三
十
三
号

都
市
計
画
法(
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
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県
道

道
路
の
種
類 一

般
国
道

富

加

坂

祝
線

路
線
名

四
百
十
七

号

加
茂
郡
富
加
町
滝
田
字
東
山

浦
一
五
九
七
番
一
地
先
か
ら

同

郡
同

町
同

字
同

一
五
九
四
番
一
地
先
ま
で

区

間

揖
斐
郡
池
田
町
片
山
字
上
蛭

田
一
〇
三
一
番
一
地
先
か
ら

同

郡
同

町
同

字
同

九
七
六
番
一
地
先
ま
で

後 前 区
域
変
更
前
後
別 後 前��･�〜��･� ��･�〜��･� 敷

地
の
幅

員(
メ
ー
ト

ル) ��･�〜��･� ��･�〜��･���･� ��･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル) ��･� ��･�
備

考

県
道

道
路
の
種
類

富

加

七

宗
線

路
線
名

加
茂
郡
富
加
町
滝
田
字
東
山

浦
一
五
七
二
番
地
先
か
ら

同

郡
同

町
加
治
田
字
本

下
三
二
一
六
番
四
地
先
ま
で

区

間

後 前 区
域
変
更
前
後
別�･�〜��･� �･�〜��･� 敷

地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)���･� ���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

備

考



定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
し
、
同
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
、
当
該
都
市
計
画
の
図
書
を
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
七
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

高
富
都
市
計
画
道
路

３
・
３
・
１

岐
阜
駅
高
富
線

二

都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域

都
市
計
画
図
書
に
お
い
て
表
示
す
る
区
域

三

縦
覧
場
所

岐
阜
県
都
市
建
築
部
都
市
政
策
課
、
山
県
市
建
設
課

訓

令

甲

岐
阜
県
訓
令
甲
第
三
十
二
号

庁
中
一
般

各
現
地
機
関

岐
阜
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
七
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

岐
阜
県
事
務
決
裁
規
程(

昭
和
四
十
三
年
岐
阜
県
訓
令
甲
第
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

別
表
第
三
感
染
症
対
策
推
進
課
の
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
三
年
七
月
二
十
七
日
か
ら
施
行
す
る
。

公

示

○
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
の
適
当
の
決
定

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地
改
良
事
業
の
計
画
の
変
更
を
適
当
と
決
定
し
た
の
で
、

同
法
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
、
変
更
後

の
土
地
改
良
事
業
計
画
書
及
び
定
款
の
写
し
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
七
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

国
土
調
査
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土
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三

特
定
患
者
等

の
郵
便
等
を
用

１

法
第
四
条
の

規
定
に
よ
る
市

富
加
町
木
曽
川
右

岸
用
水
土
地
改
良

区 施

行

者

名

い
て
行
う
投
票

方
法
の
特
例
に

関
す
る
法
律

(

令
和
三
年
法

律
第
八
十
二
号
。

以
下
こ
の
項
中

｢

法｣

と
い
う
。)

の
施
行
事
務

富
加
町
木
曽
川

右
岸
用
水
地
区

施
行
に
係
る
地
区
名

富
加
町
役
場

縦

覧

場

所

令
和

三
・

七
・
二
七
か
ら

同

三
・

八
・
二
五
ま
で

縦

覧

期

間

町
村
の
選
挙
管

理
委
員
会
の
委

員
長
に
対
す
る

情
報
の
提
供



調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
三
年
七
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

高
山
市

二

調
査
を
行
っ
た
地
域

高
山
市
清
見
町
大
字
牧
ヶ
洞
の
一
部(

牧
ヶ
洞
Ⅳ)

三

調
査
を
行
っ
た
期
間

平
成
二
十
八
年
六
月
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
ま
で

四

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称

高
山
市(

清
見
町
大
字
牧
ヶ
洞
の
一
部)

の
地
籍
図

高
山
市(

清
見
町
大
字
牧
ヶ
洞
の
一
部)

の
地
籍
簿

五

認
証
年
月
日

令
和
三
年
七
月
八
日

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

国
土
調
査
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
三
年
七
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

中
津
川
市

二

調
査
を
行
っ
た
地
域

中
津
川
市
阿
木
の
一
部(

阿
木
見
沢)

三

調
査
を
行
っ
た
期
間

平
成
二
十
七
年
八
月
か
ら
令
和
三
年
一
月
ま
で

四

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称

中
津
川
市(

阿
木
の
一
部)

の
地
籍
図

中
津
川
市(

阿
木
の
一
部)

の
地
籍
簿

五

認
証
年
月
日

令
和
三
年
七
月
八
日

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

国
土
調
査
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
三
年
七
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

瑞
浪
市

二

調
査
を
行
っ
た
地
域

瑞
浪
市
明
世
町
の
一
部(

月
吉
１)

三

調
査
を
行
っ
た
期
間

平
成
二
十
六
年
六
月
か
ら
平
成
三
十
年
十
一
月
ま
で

四

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称

瑞
浪
市(

明
世
町
の
一
部)

の
地
籍
図

瑞
浪
市(

明
世
町
の
一
部)

の
地
籍
簿

五

認
証
年
月
日

令
和
三
年
七
月
八
日

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

国
土
調
査
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
三
年
七
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称
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下
呂
市

二

調
査
を
行
っ
た
地
域

下
呂
市
小
坂
町
大
島
の
一
部(

大
島
５)

三

調
査
を
行
っ
た
期
間

平
成
二
十
七
年
十
二
月
か
ら
令
和
三
年
三
月
ま
で

四

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称

下
呂
市(

小
坂
町
大
島
の
一
部)

の
地
籍
図

下
呂
市(

小
坂
町
大
島
の
一
部)

の
地
籍
簿

五

認
証
年
月
日

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
及
び
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
八
項
の
規

令
和
三
年
七
月
八
日

○
開
発
行
為
の
工
事
の
完
了

次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
三
年
七
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
三
年
七
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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岐
阜
県
指
令
岐
西
建
築
第
一

三
三
号
の
四

令
和

二
・

三
・
二
六

岐
阜
県
指
令
岐
西
建
築

第
一
四
四
号
の
五

令
和
三
・

六
・

三

岐
阜
県
指
令
岐
西
建
築

第
一
四
四
号
の
一
一

令
和
三
・

六
・
一
六

岐
阜
県
指
令
岐
西
建
築
第
一

一
三
号
の
一
七

令
和

三
・

三
・

二

岐
阜
県
指
令
岐
西
建
築
第
一

一
三
号
の
一
四

令
和

三
・

二
・

一

開
発
許
可

(

変
更
許
可)

番

号

及

び

年

月

日

安
八
郡
輪
之
内
町
南
波
字
村
上
五
九
三
番
四
、
五
九
四
番
四
、
五
九
五
番
一
、

五
九
六
番
一
、
五
九
七
番
一
か
ら
五
九
七
番
三
ま
で
、
五
九
八
番
一
、
五
九

九
番
三
、
六
〇
〇
番
一
、
六
〇
一
番
一
か
ら
六
〇
一
番
三
ま
で
、
六
〇
二
番

一
、
六
〇
三
番
一
か
ら
六
〇
三
番
四
ま
で
、
六
〇
四
番
一
、
六
〇
九
番
一
、

六
一
〇
番
一
、
六
一
一
番
一
、
六
一
二
番
一
、
六
一
三
番
一
、
六
一
四
番
一
、

六
一
五
番
一
及
び
輪
之
内
町
所
管
法
定
外
公
共
物(

水
路)

瑞
穂
市
穂
積
字
中
原
一
七
七
二
番
一

瑞
穂
市
十
九
条
字
鳥
居
前
三
〇
四
番
一
、
三
〇
四
番
二
の
一
部
、
三
〇
五
番

一
及
び
三
〇
五
番
二
の
一
部

開

発

区

域

又

は

工

区

に

含

ま

れ

る

地

域

の

名

称

広
島
県
福
山
市
曙
町
一
丁
目
一
三
番
一
五
号

株
式
会
社
エ
フ
ピ
コ

代
表
取
締
役

佐

藤

守

正

岐
阜
県
岐
阜
市
早
田
東
町
九
丁
目
一
二
番
地

山
興
住
宅
株
式
会
社

代
表
取
締
役

山

田

百
合
香

岐
阜
県
大
垣
市
寿
町
三
三
番
地

大
安
建
設
株
式
会
社

代
表
取
締
役

稲

川

哲

彦

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

� � � � � � � � �� � � � � � � � �



退
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

退

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

不
破
郡
北

部
土
地
改

良
区

令
和�･�･��
理
事

桐

山

茂

司

大
垣
市
青
野
町

三
七
番
地

監
事

吉

田

政

之

同

青
野
町

一
六
八
番
地

同

中

村

昭

雄

同

青
野
町

一
〇
四
番
地

就
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

就

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

不
破
郡
北

部
土
地
改

良
区

令
和�･�･�
理
事

中

村

昭

雄

大
垣
市
青
野
町

一
〇
四
番
地

監
事

安

田

忠

司

同

青
野
町

二
一
〇
番
地

同

栗

田

章

司

同

青
野
町

六
九
番
地

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
及
び
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
八
項
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
三
年
七
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

退
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

退

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

川
辺
町
木

曽
川
右
岸

用
水
土
地

改
良
区

令
和�･�･�
理
事

佐

藤

光

宏

加
茂
郡
川
辺
町
中
川
辺

七
五
番
地
一

同

中

川�
夫

同

下
麻
生

四
七
二
番
地

同

古

川

明

同

石
神

九
七
九
番
地
一

同

平

岡

強

兵

同

石
神

九
四
四
番
地

同

山

口

登
毅
夫
同

中
川
辺

一
六
一
九
番
地

同

橋

本

貞

男

同

西
栃
井

五
九
四
番
地
一

同

福

田

繁

利

同

下
川
辺

七
四
八
番
地
三

同

井

戸

新

次

同

鹿
塩

一
一
三
三
番
地

同

山

田

悟

同

下
飯
田

二
三
九
番
地

同

小

森

武

同

福
島

四
六
三
番
地

同

加

藤

茂

則

同

比
久
見

四
五
番
地
二

同

土

谷

弘

幸

同

下
吉
田

一
二
九
番
地

監
事

小

栗

精

作

同

比
久
見
一
三
九
七
番
地
一

同

馬

場

均

同

下
吉
田

六
四
五
番
地

同

小

栗

宗

治

同

中
川
辺

一
三
四
二
番
地

就
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

就

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

川
辺
町
木

曽
川
右
岸

用
水
土
地

改
良
区

令
和�･�･�
理
事

佐

藤

光

宏

加
茂
郡
川
辺
町
中
川
辺

七
五
番
地
一

同

中

川�
夫

同

下
麻
生

四
七
二
番
地

同

古

川

明

同

石
神

九
七
九
番
地
一

同

石

井

光

政

同

石
神

七
〇
八
番
地

同

山

口

登
毅
夫
同

中
川
辺

一
六
一
九
番
地

同

橋

本

貞

男

同

西
栃
井

五
九
四
番
地
一

同

木

下

宣

良

同

下
川
辺

二
七
六
番
地
二

同

井

戸

新

次

同

鹿
塩

一
一
三
三
番
地

同

村

上

功

同

下
飯
田

四
四
番
地

同

小

森

武

同

福
島

四
六
三
番
地

同

加

藤

茂

則

同

比
久
見

四
五
番
地
二

同

土

谷

弘

幸

同

下
吉
田

一
二
九
番
地

監
事

小

栗

精

作

同

比
久
見
一
三
九
七
番
地
一

同

馬

場

均

同

下
吉
田

六
四
五
番
地
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同

佐

藤

和

男

同

中
川
辺
一
三
九
三
番
地
一

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

令
和
三
年
七
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
調
達
物
品
の
名
称
及
び
数
量
車
両
用
及
び
歩
行
者
用
交
通
信
号
灯
器
一
式

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
一
般
競
争
入
札

３
入
札
公
告
を
行
っ
た
日
令
和
３
年
４
月
12日

４
落
札
者
を
決
定
し
た
日
令
和
３
年
５
月
24日

５
落
札
者
の
住
所
及
び
氏
名
岐
阜
市
茜
部
菱
野
四
丁
目
134番

地

ア
プ
ロ
通
信
株
式
会
社

代
表
取
締
役
蓑
島
裕
和

６
落
札
金
額
87,868,990円

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
警
察
本
部
総
務
室
会
計
課
契
約
係

�
所
在
地
岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
１
番
１
号

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

令
和
三
年
七
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量
交
通
事
故
総
合
管
理
シ
ス
テ
ム
の
賃
貸
借
等
一
式

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
一
般
競
争
入
札

３
入
札
公
告
を
行
っ
た
日
令
和
３
年
４
月
12日

４
落
札
者
を
決
定
し
た
日
令
和
３
年
５
月
24日

５
落
札
者
の
住
所
及
び
氏
名
東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
三
丁
目
４
番
１
号

株
式
会
社
Ｊ
Ｅ
Ｃ
Ｃ

専
務
取
締
役
依
田
茂

６
落
札
金
額
195,470,000円

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
警
察
本
部
総
務
室
会
計
課
契
約
係

�
所
在
地
岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
１
番
１
号

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

令
和
三
年
七
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量
勤
務
管
理
等
シ
ス
テ
ム
構
築
・
運
用
保
守
業
務
一
式

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
一
般
競
争
入
札

３
入
札
公
告
を
行
っ
た
日
令
和
３
年
４
月
12日

４
落
札
者
を
決
定
し
た
日
令
和
３
年
５
月
24日

５
落
札
者
の
住
所
及
び
氏
名
大
阪
府
吹
田
市
豊
津
町
８
番
７
号

北
港
情
報
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社
大
阪
支
店

大
阪
支
店
長
白
井
孝
彦

６
落
札
金
額
121,660,000円

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
警
察
本
部
総
務
室
会
計
課
契
約
係

�
所
在
地
岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
１
番
１
号

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。
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令
和
三
年
七
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量
業
務
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
サ
ー
バ
機
器
の
賃
貸
借
及
び
保
守
業
務
一

式

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
一
般
競
争
入
札

３
入
札
公
告
を
行
っ
た
日
令
和
３
年
４
月
12日

４
落
札
者
を
決
定
し
た
日
令
和
３
年
５
月
24日

５
落
札
者
の
住
所
及
び
氏
名
東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
三
丁
目
４
番
１
号

株
式
会
社
Ｊ
Ｅ
Ｃ
Ｃ

専
務
取
締
役
依
田
茂

６
落
札
金
額
57,194,082円

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
警
察
本
部
総
務
室
会
計
課
契
約
係

�
所
在
地
岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
１
番
１
号
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令
和
三
年
七
月
二
十
七
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


